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議 題

（次 第）

１ 開会

２ あいさつ

３ 議題

第１号議案 本庄市国民健康保険税の適正化について

その他

報告事項 本庄市国民健康保険条例の改正について

４ その他

５ 閉会

配布資料

・第１号議案 資料【諮問書の写し】

・第１号議案 資料１ 本庄市国民健康保険税条例の一部を改正する条

例（案）

・第１号議案 資料２ 本庄市国民健康保険税条例新旧対照表

・報告事項 資料 本庄市国民健康保険条例新旧対照表

その他特記事項

主 管 課 保健部保険課



会 議 の 経 過

発言者 発言内容・決定事項等

司会

１．開会

それでは、ただ今から平成 26 年第５回国民健康保険運営協議会を始

めさせていただきます。

会長
２．あいさつ

【会長あいさつ】

司会
【本協議会成立の報告】

議事の進行につきましては、規約に基づき会長にお願いいたします。

保険課長

３．議題

【第１号議案「答申書（案）」、資料【諮問書写し】・資料１・資料２を

説明】

議長

答申書（案）と本庄市国民健康保険税条例の改正について、事務局か

ら説明がありましたが、これについて委員の皆様から質疑、ご意見等を

いただきたいと思います。いかがでしょうか。

委員

答申書（案）の文書内の「本市国民健康保険税」は、「本庄市国民健

康保険」としなくていいのでしょうか。また、２．付帯意見（３）のジ

ェネリック医薬品の差額通知、医療費通知の改善とありますが、どのよ

うに改善するのか決まっているのでしょうか。

保険課長

答申書（案）の文書内では全て「本市」として表記してあるため、「本

市」で大丈夫かと考えています。また、ジェネリック医薬品の差額通知、

医療費通知の改善ですが、これは埼玉県国民健康保険団体連合会と埼玉

県内全ての市町村で共同事業として行っているものですので、連合会と

意見交換をしながら、被保険者の皆さんに分かりやすい通知の作成に取

り組んで行きたいと考えています。具体的にどのようにという内容はま

だありませんが、今後、連合会と協議しながら改善に務めて行きたいと

思いますのでご理解いただければと思います。

委員
付帯意見（４）に保険税の滞納についての意見がありますが、滞納が

どれくらいあるのか教えてください。

収納課長

平成 25年度の確定前の決算額ですが、現年課税分の収納率は 92.24％
で、約 8％が未納です。滞納繰越分の収納率は 22.14％、滞納分のうち 8
割が未納という状況です。全体では 77.03％の収納率になります。本来
収納しなければならない調定額は、現年・滞納合わせて約 28億 9700万
円ですが、実際の収納額は約 22億 3100万円で、77.03％の収納率です。
平成 26年度に繰越することになった未収金は、約 6億 6500万円となり
ました。このような決算額になる予定です。

委員
付帯意見（３）の第三者行為、資格適用の適正化の意味を教えてくだ

さい。



保険課長

第三者行為とは、交通事故等によって加害者がいる場合、本来その医

療費はすべて加害者に負担していただくべきであるため、国保で支払っ

た医療費について、被害者である被保険者から損害賠償請求権を代位取

得して加害者に求償を行うものです。この場合の加害者は個人ではな

く、加害者の代理である保険会社を相手にすることがほとんどです。保

険会社の専門家を相手に、職員が対応するのはかなり難しい状況である

ため、今後は第三者行為求償事務を国保連合会に業務委託し、求償事務

の強化を図っていく予定です。

また、資格適用の適正化とは、社会保険に加入した後、国保の脱退手

続きをせずに国保の保険証を使ってしまったり、反対に社会保険から抜

けた後も国保に加入せず無保険のままという場合があります。そういう

ケースを早く見つけて、資格を喪失させたり国保に加入させたりして保

険の資格を正しい状態にするということです。その他、国保には退職者

医療制度があり、定年退職で社会保険から国保へ移ってきた方の医療費

について社会保険に負担を求めることができるため、退職者医療制度に

該当する被保険者の資格を正確に把握することも重要です。

なお、国保の資格がないのに保険証を使ってしまったような場合に

は、その医療費を返還してもらう事務も行っています。

委員

付帯意見（１）に、被保険者の健康意識を高める保健事業の実施を図

り、とありますが、どのような内容のものか具体的な案があれば教えて

ください。

保険課長

国では、普段から積極的に健康づくりに取り組んでいる被保険者に対

しては、できるだけやる気を起こさせるようなインセンティブを与える

事業をやってくださいと言っています。周辺の市町でもそういう動きが

あり、深谷市では健康づくりを積極的に行うと健康づくりポイントがた

まり、そのポイントを商品と交換するという健康マイレージ事業を行っ

ています。他に寄居町や、小規模ではありますが、神川町・上里町でも

特定健診やがん検診などに参加した方が健康ポイントを集めて年度末

に商品と交換する事業をしています。今後、本庄市でもそのような事業

を積極的に進め、被保険者が自ら健康づくりに力を入れていただけるよ

うにしていきたいと考えています。

保険課長

付帯意見（３）の文書内、第三者行為の調整等とある部分ですが、第

三者行為の求償事務等とした方が適切であると感じましたので、調整等

を求償事務等に改めさせていただければと思います。それから、１．保

険税の適正化の（１）から（３）のうち、（３）の実施時期は、（１）に

は関係なく、（２）の保険税の賦課限度額の変更の実施時期にあたりま

すので、このまま（３）で良いか、または（２）の中に続けて記載すべ



きか、ご意見をいただければと思います。

委員 そのままで良いのではないでしょうか。

保険課長 分かりました。ありがとうございます。

保険課長

もう１点、先ほどご意見のありました答申書（案）の文中「本市国民

健康保険税」の表記ですが、「本市」でいいのではないかとお答えした

のですが、やはり正式名称としては「本庄市国民健康保険」ですので、

事務局としても迷っています。

委員 本庄市国民健康保険と表記したほうが良いと思います。

保険課長

それでは、答申書（案）の文書内、「本市国民健康保険」の部分、ま

た１．保険税の適正化（１）保険税率の改定について、の文中にも「本

市国民健康保険」とありますので、どちらも「本庄市国民健康保険」に

変更させていただくことでよろしいでしょうか。

議長
どちらも正式に「本庄市国民健康保険」に統一させていただくことで

よろしいでしょうか。では、そういうことに決定させていただきます。

議長

それでは、この答申書（案）に訂正を加えたものを正・副会長で確認

し、正式な答申書として作成させていただきます。また、条例（案）に

ついてもよろしいでしょうか。それではそのように決定させていただき

ます。

ここで、皆様にお諮りしたいのですが、本来であれば運営協議会の全

委員で市長へ答申をしたいところなのですが、全員の調整を図るのが難

しいこともあり、答申についても正・副会長に任せていただければと思

っています。いかがでしょうか。

（異議なしという声あり。）

ありがとうございます。それではそのように決定させていただきま

す。

保険課長 【その他 報告事項について、報告事項資料をもとに説明】

議長
報告事項について、委員の皆様から何かご質問がありますか。ないよ

うですので、報告事項ということでご了承ください。

保険課長
４．その他

【次回運営協議会の日程を提案】

議長

５月に市長から国民健康保険税の適正化についての諮問を受け、その

後、委員の皆様には慎重な審議をいただきありがとうございました。

今回の協議会で適正化の協議は終了となります。次回の協議会の予定

は、来年の２月頃、新年度予算の審議のために皆様にお集まりいただく

ことになりますので、よろしくお願いします。

それでは、本日の議事が終了いたしましたので、議長を下ろさせてい




